
 

 

今後の保育関係の検討の場の設置について（案） 

 

 

１． 設置の趣旨  

○ 第１次報告を踏まえた今後の検討に向けては、特に保育関係の検討項目

が専門的かつ分量が多い（※参考資料）ため、少子化対策特別部会の下に、

２つの専門委員会を設置することとする。 

 

 

２．今後の検討の進め方等  

○ 保育関係の今後の検討については、２つの専門委員会が中心となって議論

し、少子化対策特別部会においては、定期的に２つの専門委員会からの報告

を受け、それを踏まえた議論を行うものとする。 

 

○ ２つの専門委員会は、少子化対策特別部会の委員の一部のほか、保育関

係者、学識経験者等から構成する。 
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